
掲載日：2014年3月31日

インターネットで手軽に商品を買うことができる一方、商品が届かないなど、トラブルも多く発生して

います。

ご相談内容

インターネットで激安のブランドバッグを注文し、指定された口座に振り込んだが商品が届かない。

問い合せのメールをしてもはぐらかすような回答ばかりされ、そのうちに返信もなくなった。サイトに

は電話番号や住所の記載がなく、よく見てみると日本語の表現がおかしいところもある。商品を送

ってもらうか解約し返金して欲しいが、どうしたらよいだろうか。



アドバイス

事業者の連絡先等が記載されていないと、消費生活センターでも交渉することは難しいので、「事

業者の住所や連絡先が記載されていない」「極端に安い」「不自然な日本語」「支払い手段が銀行

振り込みしかない」という場合は契約に注意してください。

万一被害に遭ってしまった場合は、インターネット取引の専門の相談機関であるＥＣネットワーク、

海外の事業者であれば消費者庁越境消費者センターに相談してください。消費者庁越境消費者

センターのホームページには模倣品の販売が疑われた海外ウェブサイトや、販売が強く疑われる

海外ウェブサイトが紹介されているので確認してください。

似ている事例

ネット通販に関するトラブル

［動画］インターネットの危ない世界　4．ネットショッピング

［消費生活トラブル相談事例］通信販売・インターネット通販

http://www.ecnetwork.jp/
http://www.cb-ccj.caa.go.jp/
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0207/soudanjirei/trouble/online_shopping.html
http://youtu.be/mthW1reD2jQ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370270.html


掲載日：2014年3月31日

パソコンの購入に合わせてWi-FiやWiMAX等モバイルデータ通信などを勧められて契約した際の

販売員の説明不足と、消費者の理解不足によってトラブルが発生するケースがあります。

ご相談内容

パソコン購入の際、モバイルデータ通信を併せて契約すれば割引になると言われて契約した。しか

し、実際に自宅で使ってみると不安定で通信速度も遅いので、解約したいと伝えたところ、違約金

が５万円かかると言われた。納得できないと伝えたが、ベストエフォート型（性能や品質は保証しな

いが、可能な範囲で最善を尽くすという形態のサービス）で、速度が保証されているわけではない

と言われてしまった。違約金を払わなければいけないのだろうか。



アドバイス

勧誘時に「必ず早くなる」「絶対に通信が切れることはない」等の誇大な表現があったのであれば、

説明内容と現実との相違を整理し、交渉する必要があります。全く繋がらないようであればサービ

スの提供が行われていないので解約を主張できるものと思われますが、「通信速度が遅い」「切れ

ることがある」という場合はサービスの提供は行われているので、無条件解約は難しいことが多い

です。特にモバイルデータ通信の場合、表示されている数字と実際が大きく異なることがあるた

め、契約時に十分注意しましょう。２年縛りで解約料がかからないのは１か月だけといったケースも

あるため、解約する場合の状況までよく確認してください。

似ている事例

〔消費生活トラブル相談事例〕インターネット回線契約のトラブルにご注意！

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/p680596.html


掲載日：2013年3月29日

無料だと思ってアクセスしたアダルトサイトに突然登録され、高額料金を請求されたり、パソコンや

携帯電話の画面に請求画面が貼り付いて消えなくなる架空請求のトラブルです。占いや動画サイ

トからいつの間にかアダルトサイトに誘引される手口も増えています。

ご相談内容

芸能人の情報サイトを見ていたら、なぜかアダルトサイトにつながった。興味本位で年齢を偽って

クリックしたら、「登録完了」の画面が表示されて、高額料金を請求された。ＰＣを再起動しても請求

画面が消えない！払わないといけないのだろうか？



アドバイス

契約申込みや承諾の意思表示をせず、料金請求画面が表示されても支払う必要はありません。

また、問い合わせ先や退会手続きがあっても相手に連絡を取らないようにしてください。 パソコン

の画面に請求画面が張り付いた場合の対処法は、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）のホー

ムページ（http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20080909.html）を参考にしてください。

不審なサイトに面白半分や興味本位でアクセスしないようにしてください。また、未成年者がいる家

庭では、フィルタリングソフトの導入やネット利用のルールを決めましょう。また、IPアドレスから個

人を特定されることはありません。

似ている事例

［動画］インターネットの危ない世界　2．ワンクリック請求　

http://youtu.be/rS-A-n4XQ1U

［被害体験（Flash）］インターネットの危ない世界〜君も体験！サイバーの罠（ワンクリッ

ク請求）

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0207/contents/02.html

［消費生活トラブル相談事例］不当請求・架空請求

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370261.html



掲載日：2013年3月29日

自宅に居ながらにして、いつでもどんな商品でも買うことができるその利便性の良さから、市場規

模は拡大し続けていますが、その一方でトラブルも増えています。

ご相談内容

ネット通販でブランドの靴を購入したが、サイズを間違えて注文していたことがわかった。業者は不

良品以外の返品・交換には応じられないというが、クーリング・オフできないのだろうか。



アドバイス

ネット通販ではクーリング・オフの適用はありません。返品・交換に関する記載がなければ8日間は

返品・交換が可能となり、記載があればそれに従うことになります。今回のケースでは不良品等で

はなく業者のホームページに「返品・交換に関する記載」があるため、それに従うことになり、返品・

交換をすることはできません。今後ネット通販で契約をする場合は約款等に十分目を通すようにし

ましょう。

注文して支払いもしたが商品が届かず、業者に連絡をしようとしたところ連絡先（運営者氏名、住

所、電話番号）の記載がなかった、という事例もありますので、業者のホームページをよく確認し、

連絡先がない事業者とは契約を控えましょう。また、異常に安いブランド品などは偽物の可能性も

あります。

似ている事例

［動画］インターネットの危ない世界　4．ネットショッピング

http://youtu.be/mthW1reD2jQ

［消費生活トラブル相談事例］通信販売・インターネット通販

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370270.html



掲載日：2013年3月29日

スマートフォンやタブレット端末は気軽に使えてとても便利ですが、その反面、パソコンと同じくセキ

ュリティに気を配る必要があります。架空請求や、コンピュータウィルス・不正アプリによる個人情

報の流出などの被害も多発しています。

ご相談内容

スマートフォンで動画アプリをインストールしたら、削除したにもかかわらず、高額料金を請求する

メールが届き、その後、電話までかかってきて脅された。入力した覚えのない個人情報が漏れてし

まったようだ。



アドバイス

スマートフォンはパソコン並みの機能がありますが、その反面セキュリティに注意する必要があり

ます。不正なアプリに内部データへのアクセスを許可すれば電話帳等のデータを盗み出される危

険もあります。残念ながら流出してしまった個人情報を抹消することは極めて難しいため、流出を

防止することが重要です。

まずは怪しげなサイトへアクセスしないこと。アプリは公式マーケットで配信されているもの以外は

インストールしないこと。アプリが内部データ（電話帳）へのアクセス許可を求めてきた場合、許可

する前にその内容をよく確認してください。また、ウイルス対策ソフトを導入することも有効です。

関連リンク

スマートフォンのトラブルについて（くらしのジャーナル2012年4・5月号）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370213/p464325.html

スマートフォンやタブレット端末のトラブルにご注意を！

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370214/p552663.html



掲載日：2013年3月29日

無料と書かれているオンラインゲームでも、実際にはゲーム内で有料アイテム等が販売されてい

ることが多く、子どもが知らない間にアイテムを購入し、高額の請求が届いて初めて課金に気付く

という例が増えています。

ご相談内容

子どもが携帯ゲーム機で遊んでいたが、お小遣いが足りなくなり勝手に親のクレジットカードを登

録し、アイテムを購入して、高額な請求が届いた。携帯とは違いインターネットにアクセスできない

と思っていたため、すっかり安心していた。払わないといけないのだろうか。



アドバイス

子どもはゲーム内では無料で遊べていると思っているケースがほとんどです。子どもがオンライン

ゲームを利用する際には、保護者が規約をしっかりと把握しておくことが大切です。また、クレジッ

トカードの番号も子どもに教えてはいけません。登録時に必要であったり、一度だけと限定して教

えてしまうと、継続してクレジットカードを利用していることになる場合があるので注意してください。

インターネットは非対面の契約であるため年齢確認が難しく、オンラインゲーム会社に返金を求め

ても、すぐに対応してくれるかはわかりません。消費生活センターに相談してください。

似ている事例

［動画］インターネットの危ない世界　5．オンラインゲーム 

http://youtu.be/3xZHgZq_8Zk

［被害体験（Flash）］インターネットの危ない世界〜君も体験！サイバーの罠（オンライン

ゲーム）

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0207/contents/05.html

［かながわ消費生活注意・警戒情報第12号］「テレビで無料と宣伝していたから･･･」子ど

もが使ったオンラインゲームの高額請求！！

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370214/p451856.html



掲載日：2014年3月31日

広告を見て頼んだ修理で、説明のないまま、広告に記載の基本料のほかに、技術料、出張料など

として追加料金を請求される事例があります。

ご相談内容

トイレが急に詰まり水が流れなくなったので、業者に修理に来てもらった。いくらになるかは見てみ

ないとわからないとのことだった。機材を使って作業をすると詰まりが取れて水が流れるようになっ

たが、修理費用は63,000円になると言われたので、広告と違うと抗議したが、広告の「5,000円

～」というは最低金額で、機材や薬剤を使えば価格は上がると言われてしまった。見積もりもなく料

金を請求されて支払わなければならないのか。



アドバイス

メーカー等にどの程度の費用が適正なのか確認をしたうえで、業者に請求金額の詳細な内訳を求

めましょう。見積もりもなく高額な費用を請求されているのであれば説明不足であり、不当な請求

が行われているようなら減額するよう交渉する必要があります。

また、水漏れの修理依頼を目的として来訪要請し、便器の交換を勧められた場合、便器の交換に

関しては訪問販売としてクーリングオフができる可能性が高いです。



掲載日：2013年3月29日

未公開株や社債、商品相場など高い利益が得られるといって投資や出資を勧誘する商法です。

「必ず儲かる」「利率がいい」等のセールストークで、投資経験や取引に関する知識が少ない消費

者を強引に勧誘し、トラブルにつながっているケースが目立ってきています。

7ヶ月前に電話があり、未公開株を買う権利に当選したので株を買うようにと勧められた。

「これからは原子力発電以外の発電が主流になる、株発行会社はその関係会社なので必

ず値上がりする」と言われ、総額300万円投資した。購入して3ヶ月ぐらいは利息といって毎

月1万円ほどを送ってきたが、その後送金はなくなり、電話も通じなくなった。

アドバイス

被害にあったと思ったら、契約の経緯や関係書類を整理し、消費生活センターにご相談ください。

「上場間近、値上がりは確実」「必ず儲かる」「過去の損失を取り戻せる」といった、うまい話はあり

ません。このような勧誘を受けたらはっきりと断りましょう。

似ている事例

［動画］いっこく堂の消費者トラブル見守り隊！　ドラマ1〜利殖商法・二次被

害http://youtu.be/Q9veABk6WmM

［消費生活トラブル相談事例］利殖商

法http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370268.html

［消費生活トラブル相談事例］金融・保険サービ

スhttp://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370081-440105.html



掲載日：2013年3月29日

無料で点検しますと言って、訪問してきた業者が「修理工事しないと危ない」などと不安をあおり、

そのまま商品や工事の契約をさせられる手口です。そもそも必要のない商品や工事であったり、

通常よりも高額な条件で契約されられるケースがほとんどです。

「近所に工事に来たついでに屋根を見てあげましょう」と突然訪れた業者が屋根に登ったと

ころ、「屋根に不具合がある」と屋根の写真を見せられた。修復工事を勧められ、自分は

高齢で屋根に登れないので、修理個所を確認できなかったが雨漏りすると困ると思って契

約することにした。すると業者は足場を組むついでに外壁工事も一緒にした方が別々に工

事するより安く済むと熱心に勧めるので、熱意に負けて外壁も契約してしまった。これから

工事だが、高額であり、元々予定していなかった工事なので解約したい。

アドバイス

訪問販売の場合は、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフができます。

仮に工事を行っていてもクーリング・オフは可能です。 訪問販売では、業者は勧誘に先立って、業

者名、販売しようとする商品、販売を目的としていることを最初に告げることが義務付けられていま

す。販売目的を告げないで勧誘することは法律違反です。

必要のないものは断り、家の中に訪問販売の業者を入れないようにしましょう。契約は複数業者

の見積もりを取り、比較検討して決めることが大切です。安易に署名・捺印せず、誰かに相談しま

しょう。金融機関まで同行して現金を引き出させる業者もいるので注意が必要です。

似ている事例

［動画］いっこく堂の消費者トラブル見守り隊！　ドラマ2〜訪問販売・次々販売

http://youtu.be/YS4GS7O7EFA

［動画］いっこく堂の消費者トラブル見守り隊！　ドラマ3〜点検商法

http://youtu.be/62HbQ6LnCc4

［消費生活トラブル相談事例］訪問販売

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370262.html



掲載日：2013年3月29日

キャッチセールスは、駅前や繁華街などの路上で、「アンケートに答えてほしい」、「近くで絵画の展

示会をしているから見ていかないか」などと声をかけ、喫茶店や営業所などに連れて行き、高額な

商品やサービスを契約させる販売方法です。

ご相談内容

街頭で「アンケートです」と声をかけられ、言葉巧みに近くの営業所に連れて行かれると、数時間に

わたり勧誘され続け、断り切れずに高額な美容セットを購入する契約書にサインしてしまった。



アドバイス

街頭で声をかけられて連れて行かれた営業所や店舗で契約したキャッチセールスの場合も、訪問

販売の一類型として扱われ、クーリング・オフ制度の対象となります。法律で定められた契約書面

を受け取った日から8日以内に、クーリング・オフの手続きをしてください。

アンケートでプレゼント進呈や無料体験といった甘い言葉に乗らないでください。もし、声をかけら

れた場所から他の場所に誘導された場合は特に注意が必要です。また、悪質化している事例も増

えています。脅迫を受けたと感じた場合は警察に相談しましょう。

似ている事例

［消費生活トラブル相談事例］キャッチセールス

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370263.html

関連リンク

［動画］悪質商法に気をつけよう！‐消費者被害未然防止ＣＭ

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370216/p430369.html



掲載日：2013年3月29日

商品やサービスを契約して会員となり、友人に売ったり、友人を紹介したりすればマージンが入り、

加入者を増やすことで大きな利益が得られると勧める販売方法をマルチ商法といいます。

ご相談内容

ある会に加入すれば人脈が広がり、さらに勧誘してDVD購入につながればマージンも入ると言わ

れた。借金して資産運用DVDを購入して会員になってはみたものの、全く売れる気配がない。友人

からは怪しい組織ではないか、と指摘された。



アドバイス

収入が得られないばかりか、多額の借金や商品の在庫を抱える場合がほとんどです。内容を十分

確かめずに簡単に説明を信じるのは危険です。

友人からの誘いであっても必要のない場合はきっぱりと断りましょう。また友人を勧誘することによ

り、その人との関係を壊してしまうおそれもあります。消費者金融などで借金させて支払わせるケ

ースもありますが、安易に借金すると多重債務に陥る危険性があります。

マルチ商法のクーリング・オフ期間は契約書を受け取った日を含め、20日間と通常より長くなって

います。たとえ期間経過後でもマルチ商法組織入会後1年未満で退会する場合は、商品の引渡し

後90日未満であれば、未使用分を返品して適正な額（最大10%の負担を除いた額）の返金を受け

取ることができます。

似ている事例

［消費生活トラブル相談事例］サイドビジネス・マルチ商法

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370267.html



掲載日：2013年3月29日

突然業者が自宅を訪問し、「不用品はありませんか。無料で査定します。」「被災地で医療用器具

の金属が不足しています。」といった口実で貴金属を査定します。そして、不当に安い金額で強引

に買取を迫る手口です。

電話で「不用品の買取をしている。衣類や雑貨など買い取るので訪問してもいいだろうか」

と勧誘があった。ちょうど不用品の整理をしていたので訪問を了承し後日業者が来た。

不用品を広げておいたが、ほとんど見ることもなく「これらは価値がないので買い取ること

ができない。他に指輪やネックレスはないか」と言われた。

使っていないものがあったので見せるだけでもと思い出したところ、「全部で5万円で買い取

る」と言いお金を押し付けてきた。20万円以上の購入価格だったので断ろうとしたが「訪問

までさせておいて、断る気か。ふざけるな！」と大声を出したので怖くなってお金と領収書を

受け取ってしまった。

翌日やはりやめたいと思い領収書の電話番号に解約したいことを告げたが、もう別業者に

渡してしまった、そちらで溶かしてしまっているので返すことはできないと言われてしまっ

た。どうしようもないのか。

アドバイス

訪問買取の場合は、業者から訪問してきたり、依頼した不用品以外の買取について勧誘を受けて

契約をした場合は、クーリング・オフ制度により、8日間は無条件で契約の解除ができ、引渡しの拒

絶もできますが、後になってやめたいと言っても「既に処分した」として取り戻せなくなる可能性があ

りますので、慎重に対応しましょう。　買取条件等が書かれた書面をもらい、しっかり保存しておき

ましょう。

買い取ってもらう意思がなければ最初にハッキリと断りましょう。古物商の許可を受けた業者は許

可証もしくは行商従事者証を携帯することになっています。まず、訪問してきた業者が許可業者で

あることを確認することが大事です。もし、居座られたり、買取を強要された場合は、すぐに警察に

連絡してください。

似ている事例

［消費生活トラブル相談事例］着物や貴金属の訪問買取にご注意！
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金融商品詐欺などの被害にあった人に「被害救済します」「お金を取り戻せる」と話を持ちかけて、

新たに社債や未公開株などを購入させる二次被害の手口です。

以前に和牛預託商法の契約をし、200万円を投資したが、業者は破綻し所在も不明となっ

ており返金は諦めていた。

先日、知らない業者から被害金額を取り戻さないかと電話があった。業者が言うには「破

綻業者の行方を調べて返金交渉を行う、今まで多くの実績があるので70％ほどの返金が

できると思う。手数料は30万円を先払いで支払ってもらう。140万円ほどの返金が見込める

ので頼んだほうが得だ」とのことだった。

取り戻せるのならと思い手数料を支払ったが本当に取り戻せるのか心配になってきた。契

約書面には業者は興信所と記載されている。

アドバイス

詐欺被害者の名簿を入手した業者が、被害を少しでも回復しようという消費者の気持ちにつけ込

む典型的な二次被害の案件です。うまい話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。う

まい儲け話や安易な救済はありません。

破綻した会社から損金を取り戻せたという事例はありません。返金のための手数料を要求され、

支払った後に業者と連絡が取れなくなるケースが増えています。「返金できる」、「取り返せる」とい

った言葉に騙されないようにしましょう。断り切れずに契約してしまったり、あやしいと思ったら、す

ぐに消費生活センターに相談してください。

似ている事例

［動画］いっこく堂の消費者トラブル見守り隊！　ドラマ1〜利殖商法・二次被害

http://youtu.be/Q9veABk6WmM

［消費生活トラブル相談事例］二次被害

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f370208/list370080-370272.html


